
特 集

議
員
定
数

削
減
決
定
20
人
か
ら
18
人
へ

同
時
選
挙
は
実
施
せ
ず

議
会
改
革
調
査
特
別
委
員
会
で
は
、
時
代
に
応
じ
た
対
応
が
可
能
と
な
る
よ
う
議
会
改
革
を
行
う
た
め
、『
議
員
定
数
等
に
関
す
る
調
査
』
と

『
議
員
任
期
に
関
す
る
調
査
』
を
２
つ
の
分
科
会
に
分
け
て
実
施
し
ま
し
た
。

ま
た
、
令
和
５
年
９
月
定
例
会
に
大
隅
町
・
財
部
町
・
末
吉
町
の
各
町
公
民
館
長
等
連
絡
協
議
会
会
長
の
連
名
で
「
市
長
選
挙
と
議
会
議
員

選
挙
の
同
時
開
催
並
び
に
議
会
議
員
定
数
削
減
に
関
す
る
陳
情
書
」
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
審
査
を
付
託
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
参
考
人
と
し
て
陳

情
者
か
ら
の
意
見
聴
取
を
実
施
し
、
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
内
容
及
び
調
査
結
果
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

議
員
定
数
等
に
関
す
る
調
査
分
科
会

南九州市議会での事務調査の様子

1
地
方
議
会
セ
ミ
ナ
ー
で
の
調
査

セ
ミ
ナ
ー
で
は
６
つ
の
算
定
方
法
が
示
さ
れ
、

各
方
式
の
議
員
定
数
を
算
定
す
る
上
で
の
基
本
的

な
考
え
方
や
全
国
的
な
デ
ー
タ
等
を
基
に
、
曽
於

市
で
は
何
人
が
適
当
か
の
試
算
結
果
も
具
体
的
に

示
さ
れ
ま
し
た
。

①
「
常
任
委
員
会
数
方
式
」	

▽
18
人

②
「
人
口
比
例
方
式
」	

▽
17
・
３
人

③
「
小
学
校
区
方
式
」　			

▽
20
人

④
「
議
会
費
固
定
方
式
」	

▽
19
人

⑤
「
類
似
都
市
と
の
比
較
方
式
」	

▽
18
人

⑥
「
面
積
・
人
口
方
式
」	

▽
20
人

2
南
九
州
市
議
会
で
の
調
査

南
九
州
市
議
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
議
会

主
導
で
議
員
の
定
数
を
削
減
し
て
き
ま
し

た
。
若
手
議
員
ら
か
ら
「
広
く
市
民
の
意

見
を
聞
く
べ
き
」
と
の
声
が
あ
り
、
市
民

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
。

そ
の
結
果
、約
半
数
が
「
減
ら
す
べ
き
」

と
回
答
し
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
議

員
の
定
数
を
削
減
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

本市と南九州市の比較（令和 5年12月末現在）
曽於市 南九州市

人口 32,933 人 32,072 人
改正前 20人 20人
改正後 18人 18人
任期開始日 令和 7年12月 1日 令和 5年12月23日

2曽於市議会だより№ 75　令和 6年 2月 1日発行



今までの流れ
議員定数 議員任期

R4.03.25 特別委員会設置 R4.03.25 特別委員会設置
R4.04.15 第１回分科会 R4.04.15 第１回分科会
R4.06.24 第２回分科会 R4.06.24 第２回分科会
R4.08.02 地方議会セミナー（京都市）1 R4.8.3～4 事務調査（名張市）7
R4.12.19 第３回分科会 R4.12.19 第３回分科会
R5.05.25 事務調査（南九州市議会）2 R5.02.07 事務調査（阿久根市）8
R5.06.16 第４回分科会 R5.06.16 第４回分科会
R5.08.21 第５回分科会 R5.08.21 第５回分科会
R5.09.04 市長選挙と議会議員選挙の同時開催並びに議会議員定数削減に関する陳情書
R5.10.13 第６回分科会
R5.10.23 参考人からの意見聴取3 R5.10.23 参考人からの意見聴取3
R5.11.22 議員間討議4 R5.11.22 議員間討議9
R5.12.06 各委員からの意見聴取・検討・まとめ5 R5.12.06 各委員からの意見聴取・検討・まとめ⓾

R5.12.25 陳情について賛成多数で可決6議員発議により定数20から18へ R5.12.25 陳情について反対多数で否決⓫

3
参
考
人
か
ら
の
意
見
聴
取

参
考
人
（
陳
情
者
）
か
ら
、
曽
於
市
の
人
口
は

合
併
以
降
、
過
疎
化
、
少
子
化
に
よ
り
急
速
に
減

少
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
市
長
と
議
会
議
員
の

同
時
選
挙
の
開
催
や
議
員
定
数
削
減
の
議
論
は
避

け
て
通
れ
な
い
と
感
じ
、
公
民
館
長
等
の
中
で
も

各
場
面
で
意
見
交
換
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
受
け
、
各
地
域
で
議
論
し
た
結
果
、

陳
情
項
目
１
「
市
長
選
挙
と
議
会
議
員
選
挙
を
令

和
７
年
７
月
に
同
時
開
催
す
る
こ
と
」

陳
情
項
目
２
「
同
規
模
自
治
体
を
参
考
に
さ
れ
、
次

回
選
挙
か
ら
議
会
議
員
定
数
を
削
減
す
る
こ
と
」

を
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
の
趣
旨
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

4
こ
れ
ま
で
の
調
査
を
基
に
議
論

５
つ
の
協
議
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
テ
ー
マ
ご
と

に
委
員
の
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
総
括
的
に
協
議

し
、
そ
の
意
見
及
び
調
査
内
容
を
特
別
委
員
会
に

報
告
し
ま
し
た
。
※
表
１
を
参
照

5
特
別
委
員
会
で
の
協
議
結
果

特
別
委
員
会
で
の
総
括
的
な
討
議
で
は
、
民
意

が
市
政
に
ま
す
ま
す
届
か
な
く
な
る
と
の
懸
念
か

ら
「
現
状
維
持
す
べ
き
」
と
の
意
見
と
、
人
口
減

少
の
問
題
や
類
似
団
体
と
の
比
較
、
陳
情
の
重
み

を
考
慮
し
て
「
定
数
を
削
減
す
べ
き
」
と
の
意

見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

特
別
委
員
会
と
し
て
定
数
の
素
案
を
協
議
し

た
結
果
、
次
期
選
挙
か
ら
現
状
の
「
20
人
」
か

ら
２
人
削
減
の
「
18
人
」
と
す
る
案
が
多
数
を

占
め
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

①	議会運営性 ・現状の３つの常任委員会は必要。人数も運営上、委員長以外に最低５人は確保が必要。
　よって18人が下限なのでは。

②	人口・面積
・合併当初の人口から約１万人も減少し、既に見直しの時期に来ていると認識すべき。
・面積が広大な本市にあっては、議員自体が旧町の垣根を越えて議員活動を行うという考え方を
持つべき。

③	地域性

・市の中心部以外の地域から声が上がらなくなる危機感を感じており、削減は市民にとっても良
いことばかりではない。
・削減により、大隅、財部地区の議員が少なくなるおそれがある。議員活動が市民に見えづらく
なることが心配される。
・定数を削減すれば、地域の公民館・コミュニティ組織を含めた体制の整備も同時に行うことが
必要。

④	市民意見

・住民からの議会に対する目は非常に厳しい。議員に自覚を促していると捉え、真摯に受け止め
るべき。
・陳情が出されたことは重く受け止めるが、市の中心部以外から議員がいなくなるという覚悟が
市民も含めて必要。
・人口減少により定数を減らすべきという意見がある中で、議員活動を自ら市民に広く知らしめ、
議会が活発に議論する場になるように努めていくべき。

⑤	その他 　特に意見なし

（※6以降は P4・P5 を参照）

表
１

3 ☆本紙では、主な事柄を抜粋して掲載しております。



議
員
任
期
に
関
す
る
調
査
分
科
会

7
三
重
県
名
張
市
議
会
で
の
調
査

名
張
市
で
は
昭
和
29
年
の
市
政
施

行
の
際
、
在
任
特
例
で
議
員
任
期
を

５
か
月
延
長
し
た
た
め
、
市
長
選
挙

の
４
か
月
後
に
市
議
会
議
員
選
挙
が

行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

平
成
30
年
３
月
議
会
に
「
議
会
の

解
散
に
関
す
る
決
議
」
が
上
程
さ
れ

ま
し
た
が
、
賛
成
12
、
反
対
７
で
特

別
多
数
決
の
５
分
の
４
以
上
の
要
件

を
満
た
さ
ず
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
３
年
の
議
会
報
告
会
で
は
、

多
く
の
地
域
で
「
同
日
選
挙
」
を
要

望
す
る
声
が
あ
り
、
市
民
か
ら
要
望

書
の
提
出
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
令
和

４
年
３
月
定
例
会
で
「
議
会
の
解
散
に

関
す
る
決
議
」
が
上
程
さ
れ
、
全
会

一
致
で
可
決
し
解
散
に
至
り
ま
し
た
。

ま
た
、
全
市
民
を
対
象
に
し
た
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
や
議
会
報
告
会
で
の

議
論
等
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

※
議
会
の
解
散
は
、
特
例
法
に
よ

り
議
員
数
の
４
分
の
３
以
上
（
本
市

15
人
以
上
）
が
出
席
し
、
そ
の
５
分

の
４
以
上
の
同
意
が
必
要
で
す
。

8
阿
久
根
市
議
会
で
の
調
査

阿
久
根
市
議
会
で
は
、
陳
情
を
賛

成
多
数
で
採
択
す
べ
き
と
の
結
論
を

得
て
、
７
名
の
議
員
か
ら
「
解
散
に

関
す
る
決
議
」
が
提
出
、
無
記
名
投

票
に
よ
る
採
決
の
結
果
、
賛
成
６
、

反
対
５
で
賛
成
が
過
半
数
と
な
っ
た

も
の
の
、
議
会
の
解
散
に
必
要
な
特

例
法
に
規
定
さ
れ
る
出
席
議
員
の
５

５分の４の要件５分の４の要件

出席者数 可決人数

15人 12人以上

16人 13人以上

17人 14人以上

18人 15人以上

19人
16人以上

20人
名張市議会での事務調査の様子

分
の
４
以
上
に
達
せ
ず
、
解
散
に
は

至
ら
な
か
っ
た
経
緯
を
確
認
し
ま
し

た
。

9
こ
れ
ま
で
の
調
査
を
基
に
議
論

委
員
に
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、

「
市
長
選
挙
と
市
議
会
議
員
選
挙
は

意
味
が
違
う
」
な
ど
の
『
現
状
維
持
』

の
意
見
と
、「
人
口
減
少
に
加
え
て

市
民
か
ら
の
要
望
も
多
い
」
な
ど
の

『
同
時
選
挙
』
と
す
る
意
見
が
拮
抗

し
、
ま
た
、「
経
費
削
減
の
効
果
に

関
す
る
情
報
が
必
要
」
な
ど
の
意
見

が
出
さ
れ
た
た
め
、
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
で
試
算
し
た
結
果
、
推
定

で
約
１
６
０
０
万
円
削
減
可
能
で
あ

る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
ま
し
た
。

そ
の
上
で
、
再
度
、
分
科
会
と
し

て
の
方
向
性
を
議
論
し
ま
し
た
が
、
賛

否
両
論
あ
り
、
分
科
会
と
し
て
合
意
形

成
す
る
に
至
ら
ず
、
賛
否
両
方
の
意
見

が
出
さ
れ
た
こ
と
を
特
別
委
員
会
に

報
告
し
ま
し
た
。

�
特
別
委
員
会
で
の
協
議
結
果

議
員
任
期
に
関
す
る
討
議
結
果
を

踏
ま
え
、
各
委
員
か
ら
意
見
を
聴
取

し
た
結
果
、
市
長
選
挙
と
議
会
議
員

選
挙
を
市
長
選
挙
に
合
わ
せ
て
同
日

に
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
賛

成
、
反
対
の
意
見
が
拮
抗
し
、
同
日

選
挙
の
実
施
に
賛
成
す
る
委
員
が
過

半
数
に
は
達
し
な
い
結
果
と
な
り
ま

し
た
。

・二元代表制の考え方からすれば、市長
と議員の立場はまったく別。選挙が一
緒になれば経費削減にはなるが、それ
だけでは推し量れない問題がある。

・合併当初の特例で議員選挙が11月に
実施されてきたが、合併後約20年を
経過しようとしている今、陳情が出さ
れたことを重く受け止めるべき。

・同日選挙は、費用削減、投票率の向
上、職員の労力軽減などのメリットが
大きい。市民から見れば、なぜ選挙を
２回しなければならないのか理解し難
い。陳情を重く受け止めなければなら
ない。

・市民から負託された任期４年間を、解
散により議員自ら放棄することが、議
員としていいのか考えるべき。

・議会解散の議決は出席議員の５分の
４以上の者の同意を必要とする。議
員のほとんどが、どうしても解散しな
ければならないという結論に至らない
限りは、同時選挙はしばらく実施すべ
きではない。

【分科会での委員からの意見】

4曽於市議会だより№ 75　令和 6年 2月 1日発行



6
�
陳
情
第
9
号

特
別
委
員
会
で
の
審
査
を
終
え
、

本
陳
情
の
う
ち
、
陳
情
項
目
１
「
市

長
選
挙
と
議
会
議
員
選
挙
を
令
和
７

年
７
月
に
同
時
開
催
す
る
こ
と
」
に

つ
い
て
は
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
少

数
に
よ
り
不
採
択
と
決
定
し
ま
し

た
。
ま
た
、
陳
情
項
目
２
「
同
規
模

自
治
体
を
参
考
に
さ
れ
、
次
回
選
挙

か
ら
議
会
議
員
定
数
を
削
減
さ
れ
る

こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
採
決
の
結
果
、

賛
成
多
数
に
よ
り
採
択
す
る
も
の
と

決
定
し
ま
し
た
。

※
陳
情
の
採
決
結
果
は
Ｐ
９
を
参
照

市
長
選
挙
と
議
会
議
員
選
挙
の
同

時
開
催
並
び
に
議
会
議
員
定
数
削

減
に
関
す
る
陳
情
書
に
つ
い
て

賛
成
討
論

片田議員：
　市長選挙と市議会議員選挙が別々に行われている経緯は、市町村合併時の経緯で先送りされたと思っている。議会改
革調査特別委員会は、この問題を検討しており、同日選挙に関する調査も実施している。公民館長代表からの陳情には、
経費削減や同日選挙による住民負担・職員の業務負担軽減が含まれており、これを市民の代表として重要視し、賛成である。

矢上議員：
　わずか半年の間に２回も市長選・市議選の選挙をするよりも、1600 万円の経費削減になるのであれば同日選挙でよい。

反
対
討
論

山中議員：
　市長が途中で辞職した場合、議会も辞職するかどうかが未定。市長の事故等で、議員が総辞職するか議論が煮詰まって
いない。別日の選挙を行うか未だ議論が深まっておらず、場当たり的な総辞職は避けるべき。市議会議員選挙の高い投票率

（前回 68％）に対し、市長選挙の低い投票率（前回 57％）を考えると投票率を上げるためという理由は合理性に欠け、同
時開催に反対の立場である。

徳峰議員：
　選挙が本質的に異なり、制度や役割が別個である。経費削減の理由というのは、側面から見た一つの便宜的な理由であり、
混同してはならないというのが基本的な考えである。合併後、曽於市は過去５回、力量のある議員の方々が市長選挙に立
候補され、ほぼ互角の戦いを行ってきた。これは大きな立場から見るならば、議会の活性化並びに市当局との良い意味で
の緊張関係を保つ、更に広く言って曽於市の地方自治の前進にとっては、私は大きなプラスであったとみている。

今鶴議員：
　今回の陳情は非常に重く受け止めているが、地方公共団体の議会の特例法には、議会の解散の議決には、出席議員の
５分の４以上、つまり19 名の議員のうち 16 名の同意が必要である。しかし、現在は賛否が拮抗しており、議会の解散には、
議員の総意として充分な相互理解が必要である。今回、本陳情を採択したとしても、議会を解散できなければ、市民に
誤解と混乱を招くおそれがある。

� 陳情項目１「市長選挙と議会議員選挙を令和７年７月に同時開催すること」

6 陳情項目２「同規模自治体を参考にされ、次回選挙から議会議員定数を削減されること」

賛
成
討
論

山中議員：
　３常任委員会制度の維持は定数２削減までであれば、最低限の審議の質が維持できると認識している。本市は合併当時か
ら人口減少が続いている一方で、予算規模は平成 25 年度の２３１億円から令和４年度の２９９億円と拡大している。予算規模
が拡大すれば当然審議する内容も多くなり、審議の質の維持が課題となる。定数２削減であれば３常任委員会制度を維持でき、
一方で議員が減った分の費用は充実した研修プログラムや改革アドバイザーシステムに充て、質の向上に努めるべきである。
他自治体の事例を参考にしつつ、議会改革を単なるコストカットにとどめず、総合的な取組を同時並行で行うべきである。

反
対
討
論

鈴木議員：
　議員定数削減のメリットは主に経費節減であり、将来的に報酬の見直しが考えられ、経費削減はしれたものである。削
減により、議員が身近にいない地域や関心の低い地域では投票率の低下や民意の削減となり、特に若い世代や女性の立
候補が難しくなり、議員のなり手不足につながる。現在の高齢化社会で議員の役割が重要な中、人口割合だけでの削減
は適切でない。

5 ☆定例会とは年 4 回定例的に開かれる会議で、曽於市では、3 月・6 月・9 月・12 月に開催します。


